
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

人件費

総事業費
(①＋⑤)

（財源）国・都
からの補助金等

事業費

(内)投資的経
費等

(内)委託費

職員数
(常勤｜非常勤)

人件費比率

4,659,137

千円

5,844,212

12,502,731

6,325,580

11,876,856 15,340,098

総事業費伸び率
（計画比/実績比）

709,016 7,500,038

5分　野

4,891,546

千円

千円

未来を拓く人をつくろう 分野番号

計画実績

13年度

政策評価表（基本計画＜13～22年度＞最終評価）

政策番号 13政策名 魅力ある学校教育のために

7,730,658 13,111,301

22年度

実績
単位

6,622,058

２　政策を取り巻く環境(社会情勢、国･都の動き、区民意見等)

・「学校教育法」及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正（平成１９年６月）など、教育を取り巻く環境は大き
く変化しています。
・新学習指導要領が、小学校では平成２３年度、中学校では平成２４年度から完全実施されるため、学校現場からは新学習指
導要領への円滑な移行への支援を望む声が寄せられています。
・障害のある児童・生徒が増加し、特別支援教育に対するニーズが増大しています。
・区立小・中学校では、鉄筋コンクリート建物で建築後概ね５０年を迎える校舎が、今後２０年間で約８割を占め、老朽化に伴う
改築の増加が見込まれます。
・杉並師範館の廃止
・南伊豆健康学園の廃止予定

政策評価表
作成課

教育委員会事務局
済美教育センター

 すべての子供たちが確かな学力、豊かな心、健やかな体と共に、個性と創造力をはぐくみ、社会の中で自信を持って生き抜
く力を身に付けることができる学校教育活動を推進するために、力のある教師の育成、質の高い教育の実現、学校の経営力
を高める取り組み、地域力の向上と協働の推進を柱とする施策を展開する。

政　策
所管部

教育委員会事務局、政策経営部

１　政策目標

３　政策コスト

実績

21年度
項　　目

計画実績

20年度

7,401,235

19,845,604

297.01 411.64 304.47

4,505,506

9,255,865

4,516,306

431.81

16,595,493

4,886,684

人 295.86263.53 431.67405.02 231.63 458.43

4,358,634

22.7

17.3

24.0

▲ 7.8

千円 4,718,637

千円 12,089,292 17,997,985 17,161,868

1,272,024941,298 957,603

19,458,680

36.1% 27.2 27.1

15.6

28.4

14,788,914

7,208,901

9,053,682

419.83 313.52

4,669,766

千円

% ▲ 7.1

819,440 761,449

4.3

423,642



B

C

施策名

教育施策の執行
体制の確保

豊かな学校教育づ
くり

児童・生徒の健康
維持及び安全の確
保

教育施設の整備・
充実

学校教育の環境
整備

多様な教育機会の
提供

就学のための経済
的支援

児童・生徒１人あたりの運営
費

129.0 128.0

重
要
度

C

B

B22

93.6 97.1

23.2 - -

A

C

指標名

教育委員会１回あたりの傍
聴者数

（代）学校評価における教育
委員会の施策に対する「保
護者評価」の肯定率
体力調査で東京都平均を１
００としたときの杉並区の数
値

区立小中学校の耐震化率

- -

33.0 38.0 - 23

90.0 22
89.0

14年度

5.3

98.0 22

小100.87
中100.67

小100.76
中100.69

小105.00
中105.00

55 ％

人

％

57

22

18年度
84.8 85.1 85.0

52

53

54

7.7

小100.02
中98.66

％

ポイント
13年度 小102.50

中103.17

21.8
18年度

13年度

20年度 21年度

人

134.0

18年度
90.0

22.2

29.0

18年度情緒障害学級入級検討待機
児童・生徒数

就学諸援助認定率
22.0

58

40.0

6.0

千円

４　目標達成のための10年間の主な取組 ５　政策の総合評価（政策目標に対する達成度等）

56
106.0

84.7

○杉並区教育ビジョンの策定（平成17年1月）及び杉並区教育ビジョン
推進計画の推進
【力のある教師の育成】
○杉並師範館の運営
○区独自教員の採用
○授業力向上塾の実施
○教科担任制の導入
【質の高い教育の実現】
○区立学校適正配置の推進
○小中一貫教育の推進
○30人程度学級の実施
○フレッシュ補助教員の活用
○学校ＩＴの推進
○学力・体力調査の実施
○部活動の充実
○食育・健康教育の充実
○学校給食の推進（給食調理業務委託の導入）
○いじめ、不登校対策の推進
【学校の経営力を高める取り組み】
○副校長二人制の実施
○民間人校長の登用
【多様な教育機会の提供】
○杉並区特別支援教育推進計画の策定（平成21年4月）
○介助員・介助員ボランティアの配置
○学習支援教員の配置
【教育施設の整備・充実】
○校舎等の改築
○区立小・中学校の耐震化
○エコスクールの推進
○学校施設の安全対策（防犯カメラの設置等）
○施設管理業務の委託化（機械警備委託等）

○教育ビジョン、教育ビジョン推進計画の策定、推進を行
い、「地域ぐるみで教育立区」の実現に向けての基盤としま
した。
○「杉並師範館の運営」と「区独自教員の採用」により、力あ
る教師の育成を実現しました。
○「30人程度学級の実施」「フレッシュ補助教員の活用」「学
校ITの推進」などにより、確かな学力を身につける基礎をつ
くり、「学校生活が楽しい」とする小学生、が増えました。
○「部活動の充実」や「いじめ、不登校対策の推進」により、
「学校生活が充実している」とする中学生が増えました。
○学校の経営力を高めるため、「副校長二人制」や「民間
人校長の登用」の他、経営支援体制を充実する施策を行い
ました。
○学校生活の安全・安心を確保するため、「校舎の改築」を
はじめ、「区立小･中学校の耐震化率」を98％にまで引き上
げました。
○「特別支援教育推進計画の策定」により、個々の状況に
配慮したきめ細やかな対応ができる仕組みづくりを行いまし
た。

施策
番号

目標
年度

単位 年度

5.0 14.0

　義務教育9年間の教育を充実させ、児童・生徒が生涯にわたって豊かな生活を送る基盤を形成する必要があります。
　モデル実施から全校実施への途にある小中一貫教育を今後、杉並区全域に浸透させ、本格的に取り組むことが最も重要な
課題です。
　今後は、「自らの成長と社会に貢献する喜びを感じる子どもを育てる杉並区の教育」に向けて、杉並区としての小中一貫教
育の基本的な考え方を根付かせ、具体的な施策の展開を図っていきます。
　また、特別な支援を必要とする児童・生徒の増加に対するきめ細やかな施策の充実、学力向上の効果的な手段であるＩＣＴ
環境の充実・強化、それに伴う授業改善、区内における健康教育、適応指導の推進などを重要な課題と捉え、新たな施策体
系のもと、今後の杉並区の教育を確かなものとします。

22年度 目標値

７　政策を構成する施策（主な指標と重要度評価）

６　今後の課題と方向性



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ 24,329

9.2

50,002

0.7

26.2

50,002

37.7

80,561

307,675

▲ 5.8

26.3 21.9

227,114

0

96,623

8.37 2.00

% 28.8 20.2

0 10,484 46,812

9.3

千円

% 0.1

千円 80,437

千円

75,731

203,290 279,767 367,019 305,629 345,627

3.00 7.706.37 6.40 7.97 8.43 2.00 7.90

教育委員会事務局

0

111,549

２　政策を取り巻く環境(社会情勢、国･都の動き、区民意見等)

・平成16年度に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、学校運営協議会制度が創設されました。また、
平成18年度に教育基本法が改正され、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」の規定が新設され、これを具体化
する方策の柱として学校支援地域本部事業が始まりました。
・学校支援本部については、平成20年度に文部科学省により創設された「学校支援地域本部事業」における国からの財政支
援（委託契約）を活用し、地域コーディネーターの育成に努めています。
・学校支援本部に対する学校、保護者・地域住民等の期待は大きくなっていますが、立ち上げの支援だけでなく、自主的な活
動を継続するために必要となる事業支援に係る予算の継続を望む声が多くなっています。
・身近な学校施設でスポーツや文化に親しみたいとの要望が根強くあります。しかし、学校のクラブ活動など学校使用時間の
拡大等により、登録団体になっても校庭等が十分利用しにくい状況になっています。

2.00人 2.00

13年度

実績

0

政策評価表
作成課

教育委員会事務局
教育改革推進課

○「地域ぐるみで教育立区」の実現に向け、地域運営学校（コミュニティ･スクール）や学校支援本部を拡充し、それぞれの設
置目的・役割を明確にし、相互に連携した活動をすることにより、学校を核としたコミュニティ・ネットワークの確立を目指しま
す。
○区民のスポーツ・文化活動の場を提供するとともに、地域住民の交流の場や25の小・中学校に組織されている各利用者団
体協議会において自主事業を更に充実し、地域の活性化を図ります。

269,896225,192

21年度

政　策
所管部

5

総事業費伸び率
（計画比/実績比）

22年度

実績
単位

計画

３　政策コスト

実績

293,064

95,199千円

0

126,646 199,238

29,019 77,802

千円

127,532

計画

政策評価表（基本計画＜13～22年度＞最終評価）

政策番号 14政策名 地域に開かれ、支えられた教育のために

未来を拓く人をつくろう 分野番号

実績

20年度

人件費比率

73,955

0

１　政策目標

分　野

76,644 80,529

項　　目

千円事業費

(内)投資的経
費等

(内)委託費

職員数
(常勤｜非常勤)

人件費

総事業費
(①＋⑤)

（財源）国・都
からの補助金等



4,903.0 6,280.0

22年度 目標値

○地域運営学校（コミュニティ・スクール）の指定（平成22年度現
在　14校）
○学校支援本部の全小・中学校への設置（平成22年度）
○天沼地区に「地域教育推進協議会」をモデル設置（平成22年
度）
○プール開放の委託化（平成13年度から）
○利用者団体協議会主催のスポーツ大会実施（平成20年度か
ら）

○学校支援本部の全校設置、地域運営学校（コミュニティ・
スクール）の計画的拡充により、保護者や地域住民等の学
校運営への参画を図り、地域との協働による学校づくりを推
進するとともに、活動の担い手となる地域人材の発掘・育成
を通じて、学校を地域で支えていく仕組みが整いつつあり
ます。
○クラブ活動など学校使用時間の拡大により、学校開放事
業で活用可能な時間が減少傾向にある中で、利用者団体
協議会による、きめ細やかな調整により学校開放施設が有
効に活用され、多くの区民にスポーツ・文化活動の場を提
供しています。

施策
番号

目標
年度

単位 年度

７　政策を構成する施策（主な指標と重要度評価）

20年度 21年度

回 4,845.0

４　目標達成のための10年間の主な取組 ５　政策の総合評価（政策目標に対する達成度等）

６　今後の課題と方向性

　学校支援本部は、全校に設置されましたが活動内容に濃淡があり、担い手となる人材の発掘・育成、財政面での自立が課
題となっています。今後は、地域コーディネーター間の情報共有や、学校サポーターの育成・相談業務に対する支援体制の
整備を強化します。また、地域運営学校（コミュニティ・スクール）については、各学校を取り巻く地域の状況を把握した上で、
計画的な指定を行います。この学校運営協議会と学校支援本部が両輪として学校を支えていく活動を展開できるように研修
の充実や学校管理職の経営改革意識の高揚などを図っていきます。
　地域教育推進協議会については、モデル地区における活動の検証を行い、地域教育連絡協議会から地域教育推進協議
会への全中学校区での移行を視野に取り組んでいきます。
　小学校の校庭開放を行う遊びと憩いの場事業については、放課後子ども教室等の他の事業との調整や、学校支援本部との
連携などを視野に入れて利用調整を行います。プール開放事業については、利用者の拡大のためPR方法を工夫するととも
に利用状況やプールの設置状況等を勘案しながら今後の実施校を見直していきます。

59

60

61

7,954.0

5.0

人

校
18年度

33.0

22

13年度
11,733.0 11,038.0 10,194.0 14,000.0 22

11,539.0

14年度

2,857.0

52.0 66.0 66.0 22

自主事業参加人数

学校支援本部設置校数

重
要
度

A

B

A

指標名

学校サポーター活動回数

施策名

学校運営への参
画

地域への学校開
放

学校を核とした地
域コミュニティの充
実



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

▲ 1.5

63.64

1,059,846

14,384千円

% 1.1

31 109

% 42.6 36.2

▲ 2.8

38.3

157,336

▲ 10.7

31.1

▲ 1.5

千円 1,327,462

千円 4,064,745 3,516,512 3,591,088

3,229

3,409,872

82.90 117.34188.04

29.5

14,369

1,029,765

3,462,557

1,496,587

3,490,763

46.4

1,762,499

189,253

120.61

235,669

2,350,026

60.44 139.72 91.86 95.10 63.64

225,380

1,727,084

97.77

３　政策コスト

実績

13年度

実績

21年度
項　　目

計画

2,460,9982,135,0952,179,394 2,019,925

1,440,791

1,885,351

829,879 1,263,916

168,171

政策評価表
作成課

教育委員会事務局
社会教育スポーツ課

　区民の学習やスポーツ・レクリエーション活動に対する関心や意欲に応え、区民一人ひとりが生涯にわたって「いつでも、ど
こでも、だれでも」学習、スポーツ活動が行えるよう、図書館や科学館、消費者センター、スポーツ施設などの場や、情報の提
供を充実するとともに、学んだ成果を地域活動に活かし、区民が互いに連携する生涯学習によるまちづくりを形成します。

政　策
所管部

教育委員会事務局、区民生活部

１　政策目標

実績

20年度

未来を拓く人をつくろう 分野番号

２　政策を取り巻く環境(社会情勢、国･都の動き、区民意見等)

○平成18年度から、学校のニーズと地域の力を効果的に結びつけながら、地域ぐるみで学校の教育活動の充実を図るため、学校支援本
部の取組を始めました。
○平成22年4月「新しい公共」円卓会議において、「熟議」に基づく教育政策形成の在り方に関する懇談会を設置し、教育政策を形成する
方策の検討が始まりました。
○平成22年8月には、「スポーツ立国戦略」により今後の我が国のスポーツ政策の基本的方向性が示されました。
○図書館においては、平成22年を「国民読書年」とすることが国会で決議され、読書への国民の意識を高めるため、政官民が協力し、国を
あげて取り組むことが宣言されました。
○子どもの読書活動の推進について、国の基本的な計画（第二次）等が策定されるなど、子どもの読書活動の一層の推進が求められてい
ます。
○DVD等の収集・提供、インターネットパソコンによる情報提供、電子書籍への対応等、情報化の進展に伴う新たなニーズへの対応が求め
られています。
○消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一
元的に推進するため、平成21年9月に消費者庁を創設しました。

22年度

実績
単位

計画

政策評価表（基本計画＜13～22年度＞最終評価）

政策番号 15政策名 生涯学習の推進のために

5分　野

千円

千円

千円

29,212

総事業費伸び率
（計画比/実績比）

2,292,548

1,483,225

事業費

人 91.90

(内)投資的経
費等

(内)委託費

職員数
(常勤｜非常勤)

人件費

総事業費
(①＋⑤)

人件費比率

1,298,540

（財源）国・都
からの補助金等



６　今後の課題と方向性

22年度 目標値

○区民のスポーツ活動への参加機会を増やすため、体育施設の運
営管理を担う指定管理者が、その特性を活かした特徴ある事業を実
施しました。
○地域の社会教育活動の活性化を図るため、青少年委員や体育指
導員として活動する区民が相互に交流し、互いに持つ情報の共有
化を図りました。
○区民が互いに連携して学んだ成果を地域活動に活かし、生涯学
習によるまちづくりを進めるため、「すぎなみ大人塾」事業を実施しま
した。
○図書館の効率的・効果的な運営、サービスの充実を図るため、区
民や企業、NPOなど民間の力を活用しながら、協働による個性ある
図書館経営を進め、9館の委託化・指定管理制度による運営に移行
しました。
○消費者行政においては、多様化、深刻化する消費者被害を未然
に防ぐため、消費者講座や情報誌等による啓発活動、注意喚起を
継続的に行うとともに、被害相談にあたる相談員の資質向上に努め
相談体制の充実に努めました。

○公の施設の指定管理者制度導入により、利用日や利用時
間が拡充するなどサービスが向上しています。また、多様な区
民参加型のプログラムを用意することで、体育施設では年間
140万人を超える利用者がありました。また、利用者アンケート
の結果、総合満足度において高い評価を得ており、生涯にわ
たるスポーツ・レクリエーション活動の・振興が図られました。
○社会教育事業推進委員や青少年委員、体育指導委員など
の生涯学習分野への関わりを推進した結果、地域のネットワー
ク化が進み、地域活動への区民の参加が促進されてきました。
○旧科学教育センターを幅広く区民に対する学習の機会を提
供する科学館として位置づけ、生涯学習支援にあたってきまし
た。
○図書館では、指定管理者または業務委託による運営が9館
となりました。「民との協働」を推進し、地域の課題解決やレファ
レンスサービスの充実と利用促進、情報化の推進、子どもの読
書活動の推進など効率的かつ効果的な図書館サービスを実
施することにより、着実に区民の読書活動を支援し、生涯学習
の推進が図られました。
○消費者被害を未然に防止し、区民が自立した消費者となる
よう消費者センターではあらゆる機会を捉え啓発活動に取り組
むとともに、地域住民の消費者利益の保護を担うため、消費生
活サポーター認定者が、講座の講師となったり、情報紙の編集
活動を行うなど、区民との協働が進んでいます。

年度 20年度

A
生涯学習環境の
整備・充実

　社会教育施策の実施においては、社会教育施設の横断的な取組だけでなく、区民参加の広がりを目指し、地域人材へと育成していく施
策構築が課題となっています。図書館においては、区民の生涯にわたる学習と自立の支援の充実、デジタル化時代の図書館像の構築が
必要不可欠となっています。
　また、消費者を取り巻く社会環境が大きく変化している中で、消費者トラブルや被害は更に高度化、複雑化すると推測されます。適宜適
切な情報提供に努め、消費者の自立を支援し区民等との協働を一層進めていきます。
　こうした社会教育施策が横断的に連携することはもとより、学んだことを社会に還元する「知の循環型社会の構築」が、教育分野全体とし
ての大きな課題であり、取組を進めるべき方向となります。
 体育施設等の老朽化が進む中で、生涯教育の基盤整備として、計画的な改築・改修を進めていくことも必要です。

62 97.7

施策
番号

目標
年度

単位 21年度
重
要
度

施策名

96.4

指標名

体育施設の利用率 ％ 97.8 22

４　目標達成のための10年間の主な取組 ５　政策の総合評価（政策目標に対する達成度等）

７　政策を構成する施策（主な指標と重要度評価）

63

64

千人
図書館サービスの
充実

消費者行政の充
実

％
15年度

図書館利用者数

97.4相談処理率
98.0

22
2,647.0

13年度

84.0

18年度
2,822.0 2,938.0 2,974.0

100.0

3,027.0

97.3 97.8 100.0 22

B

B



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
（財源）国・都
からの補助金等

人件費

総事業費
(①＋⑤)

事業費

(内)投資的経
費等

(内)委託費

職員数
(常勤｜非常勤)

1,353,377

総事業費伸び率
（計画比/実績比）

81,341 2,944,666千円

3,094,454

1,331,477

915,965

千円

千円

1,202,106

人件費比率

186,754

未来を拓く人をつくろう

計画実績

13年度

219,357 3,405,201

２　政策を取り巻く環境(社会情勢、国･都の動き、区民意見等)

震災の影響による行政施策の優先順位の関係もあり、杉並区区民意向調査の平成18年度と23年度の結果を比較すると、区
の「地域文化の振興施策」について、「評価できる」が9.5％から8.0％へ、「要望が高い」が6.1％から5.4％へポイントが低くなっ
ています。しかしながら大きな傾向としては、平成18年のPFI杉並公会堂、21年の杉並芸術会館（座･高円寺）の開館など文化
芸術振興の基盤整備が進み、区が文化関係団体、PFI事業者、指定管理者などとともに協働でサービスや事業を行っている
ことに対しては、アンケート等による区民意見で満足度や期待度は高くなっています。確かに大震災以降、文化芸術活動も縮
小されるなどの動きはありましたが、復興を進めていくにあたり、人々に心の安らぎや日々の生活を勇気付ける力を与えるとい
うことからも文化芸術の重要性に変わりはありません。杉並芸術会館（座・高円寺）開館による地域経済活性化等市場調査で
は、地域団体、事業者等意識調査において、杉並芸術会館（座・高円寺）の開館をきっかけとして街が結束しそのエネルギー
が地域活性化につながっている、また、地域イベントの開催で、集客が多くなり、文化面をはじめとした街のイメージアップに
つながっている、との結果を得ています。

政策評価表
作成課

区民生活部文化・交流課

22年度

実績

政策評価表（基本計画＜13～22年度＞最終評価）

政策番号 16政策名 地域文化の創造のために

5分　野 分野番号

①区民がすぐれた文化･芸術に親しめる環境を整備するとともに、区民の多様な文化的活動や創造的な芸術活動を支援しま
す。
②区内の文化･芸術に関する情報の収集･提供とともに、文化･芸術活動に携わる区民や団体などが交流できる基盤を整備し
ます。
③郷土の歴史や伝統的文化遺産を保存・継承するとともに、区民の参画・協働による地域に密着した運営を通して、郷土の
歴史や文化への関心を高める魅力的な活動を展開します。

政　策
所管部

区民生活部、教育委員会事務局

１　政策目標

３　政策コスト

実績

21年度
項　　目

計画実績

20年度
単位

960,047

1,543,424

15.00 17.00 14.00

190,047

1,181,673

914,639

人 16.0015.00 16.0030.57 9.83 19.02

千円 525,880 3,619,333 1,557,247

214,132306,523千円

13.7 12.3

▲ 1.3

13.5

▲ 57.4

212,017

1,543,494

58.3% 5.9 12.0

206,320

4,75012,250 9,750

1,523,492

千円

1,317,172

933,751

1,173,725

18.50 14.00

▲ 0.9

19.16

1,370,493

1,198,340

% ▲ 57.6

2,250 15,250

113.8

118



施策名

文化・芸術活動の
推進

文化・芸術活動の
基盤整備

重
要
度

A

A

指標名

日本フィルとの友好提携事
業の参加者数

杉並芸術会館（座・高円寺）
芸術文化普及振興事業への
参加者数

22

21年度
- 90,000 70,000 43,000 22

90,000

18年度

12,733
65

66

11,175.0

人

20年度 21年度

人

５　政策の総合評価（政策目標に対する達成度等）

施策
番号

目標
年度

単位 年度

9,308

４　目標達成のための10年間の主な取組

10,850 15,000

○杉並公会堂と杉並芸術会館（座・高円寺）の開館は、文化の発信拠点として区民等が文化・芸術に親しめる環境を一定整備しましたが、今後は、平成
24年度以降の杉並区文化協会の発展的解消を視野に入れ、これまで杉並区文化協会が担ってきた育成・支援事業や広報活動などの機能を文化・交流
課が引き継ぐことが課題となります。また、これに合わせて、区の文化施策の大きな方向性や課題について、公正・公平な立場から意見等をいただく有識
者等による会議体の設置を検討します。
○杉並芸術会館（座・高円寺）では、指定管理者第一期での維持運営状況や芸術文化事業の実績を踏まえ、第二期目（5年間）は、指定管理者がインセ
ンティブを保ちながら、本施設ならではの良質で多彩な事業を提供できるようにしていきます。また、「座・高円寺地域協議会」の活動を支援するなど、事
業者と地域との協働で地域イベントの継続的な取組を行い、活性化の効果をさらに発揮していきます。
○文化財については、区民との協働事業であるボランティア活動をさらに進め、行政の責任分野を明確にした新時代の文化財保護制度の構築を軌道に
乗せます。
○郷土博物館では、「協働と生涯学習支援に向けた杉並区立郷土博物館運営方針」で掲げられている中長期的な課題について、計画的な実施に向け
た検討を行います。また、サービスの確保を図りながら、地域やNPO法人に事業の実施を委ねるなど協働を推進します。

22年度 目標値

７　政策を構成する施策（主な指標と重要度評価）

６　今後の課題と方向性

【杉並公会堂、杉並芸術会館（座・高円寺）ほか文化の振興】
○杉並公会堂については、平成15年3月に「杉並公会堂改築並びに維持管理及び
運営事業」契約（事業期間：平成15年3月～平成48年3月）を締結し、平成15年7月
から平成18年1月までの解体・建設工事を経て、平成18年6月にリニューアルオープ
ンしました。
○平成18年1月に「文化芸術振興に向けた新たな支援策について」を報告し、これ
に基づき、同年4月には杉並区文化協会が発足し、8月にすぎなみ文化芸術活動助
成金制度が開始されました。
○杉並芸術会館（座・高円寺）については、平成18年10月に指定管理者が指定さ
れ、同年12月から平成20年11月までの建築工事を経て、平成21年5月にオープンし
ました。
【文化財調査保護】
○郷土の歴史や伝統的文化遺産を保存・継承するため、有形の文化財や無形の伝
統芸能など138件の文化財を登録し、その内の83件を指定文化財としました。
○文化財保護を推進するため、協働の担い手となるボランティア制度を平成17年度
に立ち上げ、フォローアップ研修を重ね、実践活動を開始しました。
○文化財保護ボランティア活動が、区民の郷土の歴史や文化への関心を高める魅
力的な活動となるよう、郷土博物館などの事業に参加し文化財を紹介するとともに、
ボランティア自らも自己実現ができる生涯学習の場を提供しました。
○文化財年報・紀要の発刊や、これまであまり文化財に興味をお持ちでなかった方
にも、文化財に親しんでいただけるよう平成21年度から史跡散歩地図を工夫し、郷
土の歴史へのきっかけ作りをしました。
【郷土博物館】
○郷土資料を保存・継承するため、資料約３万点を収集し、合計して約１３万７千点
を保管しました。
○郷土杉並の歴史や文化についての調査・研究を行うとともに、年間２～７回程度の
企画展・特別展を実施し、図録や紀要を発行しました。
○区民の参画・協働を目指して、平成19年４月に郷土博物館分館を開設するととも
に、区民有志の参加・企画による「区民参加型展示」を実施しました。
○新たな運営体制の構築を目指し、博物館活動に自主的に関わるＮＰＯ法人の設
立支援に向け、平成21年度に「すぎなみ地域大学」において「杉並区立郷土博物館
管理運営講座」を開催しました。
○今後の博物館のあるべき姿を見据え、「協働と生涯学習支援に向けた杉並区立
郷土博物館運営方針」を平成２２年度に作成しました。

○文化の発信拠点となる杉並公会堂と杉並芸術会館（座・高円寺）のオープ
ンは、区民がすぐれた文化・芸術に親しめる環境の整備として大きな役割を
果たしました。
○杉並公会堂は、PFI事業としてリニューアル後も音響が良い施設として評価
が高く、音楽のみならず落語など多彩な演目により知名度が高まっているとと
もに、貸し館としての稼働率も高水準を維持しています。開館3年2カ月で来
場者数が100万人を超えるなど、順調に運営されています。
○杉並公会堂を活動拠点としている日本フィルハーモニー交響楽団と区との
友好提携は平成21年に15周年を迎え、現在もさまざまなコンサートや学校、
公立施設等への出張演奏などにより良質な音楽を区民等に提供し、好評を
得ています。
○杉並芸術会館（座・高円寺）は開館初年度で来訪者数が21万人を超えるな
ど、多くの方々に愛され、利用されています。特に杉並芸術会館（座・高円
寺）においては、芸術・文化の振興だけでなく、地域と密接に連携した様々な
活動が多くの来街者を生み、地域の活性化に貢献しました。
○区民の多様な文化的活動や創造的な芸術活動の支援として、杉並区文化
協会において、平成18年度から平成22年度に「すぎなみ文化芸術活動助成
基金」を計155件、59,534,000円助成しました。
【文化財調査保護】
○指定登録文化財の増加によって、郷土の歴史、文化財を広く区民に紹介
するとともに、文化財保護思想も喚起でき、文化財の保護活用は順調に進展
しています。また、指定文化財への補助金支出によって確実に保護が図られ
ています。
○文化財保護の推進と魅力ある活動を目指して立ち上げたボランティア活動
も、フォローアップ研修と実践活動の経験を積み重ねることによって着実に成
長しています。
【郷土博物館】
○郷土博物館では、「区民参加型展示」や「展示解説ボランティア」などの導
入を図り、区民の参画・協働による運営を一部実施しました。
○すぎなみ地域大学の講座を通して、自主的に博物館活動を支援するＮＰＯ
団体が立ち上がりました。
○郷土の歴史や文化を後世に伝えるための博物館の基本的な機能に加え、
区民の生涯学習を支援するための施設としての機能を果たしてきました。
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政策評価表（基本計画＜13～22年度＞最終評価）

政策番号 17政策名 ふれあいと参加の地域社会をつくるために

5分　野

単位
計画 実績

20年度

未来を拓く人をつくろう 分野番号

1,407,643

788,202

330,815

２　政策を取り巻く環境(社会情勢、国･都の動き、区民意見等)

○町会・自治会加入率は逓減傾向にあり、加入率は約５２％となっています。また、役員の固定化・高齢化による後継者問題
が顕著となっています。
○外国人観光客の誘致や在住外国人の増加などで、外国人と触れ合う機会が増えています。こうした背景の中で、多文化共
生に係る事業は、杉並区交流協会など民間団体により積極的に行われています。
○都市化が進展する中で土や緑などの自然に親しむ機会が減尐しています。交流自治体の住民同士が触れ合うことのできる
住民主体の交流や、都会で体験できない農業を介した自然体験型交流の充実に対する期待が寄せられています。
○「男女共同参画社会基本法」や「男女共同参画基本計画」が制定される等、男女共同参画社会の実現は２１世紀における
わが国の最重要課題のひとつと位置づけられています。平成２１年３月には東京都配偶者暴力対策基本計画が制定されまし
た。また、平成２２年１２月、政府では第３次男女共同参画基本計画が閣議決定されました。

政策評価表
作成課

区民生活部地域課

○地域における自主的組織である町会・自治会や地域区民センター協議会等の地域団体の活動を支援し、地域活性化を図
り、活き活きとした住み良いコミュニティ形成を目指します。
○国内外の都市、地域との交流を通じて、様々な文化や自然にふれる機会をつくり、区民の国際理解と友好の輪を広げ、
人々の平和で豊かな心を育みます。
○男女が基本的人権を尊重しあい、社会の対等な構成員として、あらゆる分野の活動に参画する機会を有し、平等に政治
的、社会的、文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担っていくことのできる男女共同参画社会の実現をめざし
ます。

政　策
所管部

区民生活部

１　政策目標

３　政策コスト

実績

13年度

実績

21年度

計画
項　　目

22年度

実績

1,577,7671,299,7061,354,718 1,266,255
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千円
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25.32 34.00

395,549

28,925

5.00 40.30

1,757,853

371,789 513,070

1,979,963

12.6

25.9

32,102

1,466,893

314,022

1,041,603

41.81 47.50

19.6

5.8

510,199

1,685,533 1,661,804

33,247

1,779,432
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36,751
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地域活動の推進

交流と平和の推進

男女共同参画社
会に向けた環境整
備

町会・自治会加入率

友好都市訪問者・来訪者数

22

60.0

35.7 37.8 40.036.6

54.0 22

18年度
951.0 961.0 1,099.0 1,000.0 23

864.0

13年度

人

％
審議会における女性委員の
登用数

７　政策を構成する施策（主な指標と重要度評価）

20年度

67 ％ 51.9

68

69
13年度

30.0

52.4 52.0

目標
年度

単位 年度 22年度 目標値21年度
施策
番号

指標名

６　今後の課題と方向性

○ふれあいと参加の地域社会をつくるためには、地域住民相互の交流の機会拡大や地域団体のネットワーク化、国際・国内交流を通じた友好の輪を広
げる取組、平和、男女共同参画社会の推進が不可欠であり、以下のような取組を進めていきます。
○地域内の様々な活動団体が意見交換や情報交換する機会を設けることにより、普段交流の無かった団体同士の交流を実現していきます。
○集会施設は利用者へのアンケート調査によるニーズの把握等に努め、利用者の満足度向上や利用率向上を図ります。また、老朽化の進む施設設備
を計画的に改修することで、良好な状態を維持するとともにエネルギーコストダウンにつなげていきます。
○様々な世代や立場の区民が、住みなれた地域での暮らしに満足し、安心して生活を送ることができるようにすることが大切です。男性も女性も社会の構
成員として理解しあい、信頼を深め、それぞれに能力を発揮し支えあえる男女共同参画社会の実現を目指した施策を推進していきます。
○国際交流自治体とは、平成23年度に瑞草区と友好都市提携20周年を迎えます。瑞草区との交流の成果を確認し、新たな交流を展開する節目の年とし
ていきます。国内交流自治体とは、これまでの行政主導による文化、スポーツ交流のほか、民間の協働すぎなみによる交流自治体農産物の学校給食利
用や出前授業など、新たにスタートした仕組を推進します。また、「都市と農村の共生」をテーマに、農業体験交流など住民参加型の新たな交流に取り組
むとともに、民間レベルでの交流を推進していきます。

施策名
重
要
度

４　目標達成のための10年間の主な取組 ５　政策の総合評価（政策目標に対する達成度等）

○男女共同参画社会に向けた環境整備
・14年10月　「全国男女共同参画宣言都市サミットinすぎなみ」開催、「杉並の
女性史」発行
・16年3月、19年3月　「男女共同参画社会をめざす杉並区行動計画」を改定
・19年11月　「男女共同参画都市宣言」「男女平等推進センター開館」10周年
記念事業開催
・21年3月　「男女共同参画社会をめざす杉並区行動計画」を改定

杉並区では男女共同参画都市宣言をしてから13年が経過しまし
た。性別役割分担の考え方について「反対」「どちらかというと反
対」という意見が平成21年には過半数になったほか、女性の年齢
階級別労働力率（M字カーブ）は浅くなっています。男女共同参
画に関する意識も高まり、勤続年数の長期化、共働き世帯の増加
など女性の社会との関わり方も変化してきました。

○地域活動の推進
・13年3月　出張所を廃止し、区民事務所を設置
・15年4月　全ての地域集会施設の管理運営を、地域集会施設等運営協議会
（以下、「運営協議会」という。）への委託から区直営に変更（運営協議会が自主
事業に専念するため）
・19年　町会・自治会加入促進リーフレットの発行
・20年　町会・自治会を対象に地域活性化事業助成（まちの絆向上事業助成）
を開始、「地域集会施設等運営協議会のあり方検討委員会」を設置し、検討結
果を報告書としてまとめる。
・22年4月　地域課地域活動係と運営協議会事務局を統合
・23年1月　地域活動団体交流会の開催、地区別町会・自治会加入促進リーフ
レットの発行

延べ３７の町会・自治会が地域活性化事業助成制度を利用した新
規事業等を実施し、まちの絆向上に寄与しました。一方で、加入
促進支援を行ったものの、町会・自治会加入率は下げ止まらず、
解決には至っていません。
地域区民センター協議会は、地域課題解決に向けて、様々な地
域団体との連携による協働事業を開始しました。地域団体のネット
ワーク化のきっかけにもなっており、徐々に団体間の輪が広がりつ
つあります。
地域集会施設では、公共施設予約システムの稼動によって利用
者の利便性が大幅に向上するとともに、高円寺北区民集会所の
開設により区民等の交流や地域活動の提供機会が増えました。

○交流と平和の推進
・16年5月　新潟県小千谷市との「災害時相互援助協定」締結
・16年11月　福島県北塩原村との「まるごと保養地協定」締結
・17年5月　福島県南相馬市との「災害時相互援助協定」締結
・18年4月　杉並区交流協会発足
・21年5月　青梅市との「杉並区と青梅市の交流に関する協定」締結、読書の森
公園にガンジー像設置及び記念式典の実施
・21年6月　名寄市との交流自治体協定提携２０周年記念式典実施
・22年5月　ウィロビー市との友好都市提携２０周年記念式典を実施
・22年11月　東吾妻町との友好自治体協定提携２０周年記念式典を実施
・杉並区とウィロビー市の小中学生を対象として、尐年ラグビー交流を実施
・交流自治体のまつりへ代表団派遣や高円寺阿波おどりへの代表団を受入れ
・杉並区役所を会場とした交流自治体の物産展や写真展を実施
・「都市と農村の共生」をテーマに交流自治体農産物の学校給食利用、出前授
業、ウォーキング交流等を実施

交流自治体の拡大に伴って区民が様々な地域住民と交流する機
会が多くなっています。具体的な交流事業としては、交流自治体
の特産品の区内販売や写真展の開催などを通じ、交流自治体の
ＰＲを図りました。また、「都市と農村の共生」をテーマに交流自治
体農産物の学校給食利用、出前授業、ウオーキング交流などによ
り交流推進を図りました。国際交流では、国際化が進展する中
で、交流協会でのウエルカムパーティーなど在住外国人との交流
を目的した事業をはじめ区民と外国人が国際理解や友好の輪を
広げるための様々な交流事業に取り組み、交流を拡充することが
できました。また、平成２２年度は、ウィロビー市との交流協定締結
２０周年を迎えたため、ウィロビー市代表団と区内団体関係者等を
招いた記念式典の実施やウィロビー市尐年ラグビーチームを招
き、区内尐年ラグビーチームとの交流試合を行うなど、交流を深め
ることができました。
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